
森林地域の縮小に係る計画図変更手続きについて

・土地利用基本計画の計画図を変更する場合には、国土利用計画法の規定により、予

め国土利用計画審議会（本県でいう総合計画審議会）の意見を聴くこととされており、

本県では従来から下記のとおり取り扱ってきました。

・今回の改正により下記①～③がなくなり、会長専決の後、総合計画審議会において

事後報告を行うこととなります。

林地開発許可の流れ 土地利用基本計画（総合計画審議会）

森林審議会の審議を経て知事が

森林の開発を許可（10ha以上）※１

↓

開発行為着工

↓

開発行為完了

↓ 報告（10ha 以上）

開発行為完了確認 ① 土地利用基本計画の変更を審議 ※２

↓（10ha未満） （森林地域の縮小）

森林審議会の審議を経て

地域森林計画を変更 ② 県が審議会に諮問

（対象森林を除外）

③ 審議会が県へ答申

④ 国に協議

⑤ 土地利用基本計画の変更

※１ 森林法第１０条の２にある開発許可制度では、災害防止、水害防止、水資源の

確保、環境保全の許可要件を満たしていれば、知事は許可しなければならないこ

とになっております。（森林審議会のメンバー：大学教授、首長代表、森林管理署、

林業関係団体、NPO法人、建築士等 15名の専門家で構成されています。）

※２ 個別法である地域森林計画の対象森林を除外するには、事前に上位計画である

土地利用基本計画の森林地域を除外する必要があります。

【参考資料５】
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他県の取組状況について

（平成 27年 2月現在・神奈川県国土利用計画審議会資料より）

国交省からの通知を受けて、既に１０府県が審議会の運営方法を見直しており、その取

り扱いは下記のとおりです。

○審議会の運営方法（下記の２パターンあり）

（１） 審議会に報告することにより、審議会の意見を聴いたものとして取り扱い、

計画図の変更を行う。これまでの諮問事項を報告事項に変更する。

（宮城県、愛知県、京都府、大阪府、鹿児島県、神奈川県）

（２） 審議会の意見を聴いたものとして取り扱い（専決）、計画図の変更を行う。

当該取り扱いを行ったことについて、事後、審議会に報告する。

（石川県、山梨県、三重県、兵庫県）

※本県は、上記（２）の方法に改正します。
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国土利用計画法に基づく土地利用基本計画及び国土利用計画の運用指針（抜粋） 

 

第５ 調整会議、３８条審議会及び市町村長からの意見聴取並びに公表 

２ ３８条審議会の設置並びに組織及び運営 

（３）委員の定数及び任期、構成等の例 

 （エ）法第３８条第２項の規程により、３８条審議会の運営に関し必要な事項は、都道

府県の条例で定めることとなっている。このため、会議の招集及び議決方法につい

て、書面による審議や一定の事項については、３８条審議会の意見を聴いたものと

して取り扱い、事後、３８条審議会に報告する（以下「専決」という。）といった運

用を行う例もある（参考１）。これは、制度の仕組み上、当然に会議の開催が要請さ

れるものではないためである。 

 ただし、少なくとも専決との運用を円滑に行うためには、あらかじめ３８条審議

会の承認を得ておくことが肝要である。 

 （オ）上記（エ）に関連し、特に森林地域の縮小案件について、専決の取扱いとしてい

る都道府県がある。これは、森林の縮小案件については、林地開発後の事後的な変

更ということもあり、審議会における議論の余地が少ないことなどの理由による。

審議会における議論を効率的に行うという点から見ても、このような対応を行うこ

とは一考である。 

    なお、審議会において、報告案件として林地開発の許可案件を報告している都道

府県もある。これは、将来的に、当該開発を行った地域について森林地域を縮小す

る（可能性が高い）地域であることから、事前に審議会において説明しておくとい

う点で有意義である。 

 

 
（参考１）３８条審議会の運用例 

（例）専決を規定する条例・運用要綱 

   要綱第○条 〇〇は、審議会運営の効率化及び迅速化を図るため、国土利用計画

法の趣旨に合致すると認められる一定の類型に属するものを対象として、あら

かじめ審議会の承認を得て、専決基準を定めることができる。 

   ２ 〇〇は専決基準に該当する事項については、審議会が適当と認めたものとし

て取り扱うことができる。ただし、当該事項にかかる事務処理の後、速やかに

審議会に報告しなければならない。 
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